
令和７年第12回富山県教育委員会議事日程 

 

11月７日（金）午前10時 

県庁４階大会議室 

 

１ 会議録の承認について 

  令和７年９月30日開催の令和７年第10回富山県教育委員会会議録の承認について 

  令和７年10月14日開催の令和７年第11回富山県教育委員会会議録の承認について  

 

２ 議決事項 

議案第29号 令和７年度末教員異動方針に関する件  

   教職員課長から説明し、原案のとおり可決した。 

 

３ 報告事項 

（1） 令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

の概要について  

教育みらい室課長（児童生徒支援担当）から説明した。 

 

４ 今後の教育委員会等の日程について 

 

 

 

 

 

 

      

 



議 案 第 29 号 

 

 

 

令和７年度末 教員異動方針に関する件 

このことについて、別紙のとおり決定するものとする。 

令和 ７年 １１ 月 ７ 日 

富山県教育委員会 

教育長 廣島 伸一 
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令 和 ７ 年 度 末 教 員 異 動 方 針 

 

富 山 県 教 育 委 員 会 

 

 本県教育界の将来を見通し、全県的視野にたって適材を適所に配置し、もって教育活動の

活性化を図り、教育水準の向上を期する。 

 

１ 登  用 

校長及び教頭については、学歴、年齢、性別に関わらず、適格者を任用する。 

 

(1) 校  長 

   相当の教育実績を有し、学校の管理運営について、十分な識見と指導力・統率力を有

する者の中から任用する。なお、市町村立学校長については、富山県市町村立学校長任

用候補者名簿に登載された者の中から任用する。 

 

(2) 教  頭 

   相当の教育実績を有し、学校の管理運営と教育指導について、識見・能力を有する者

の中から任用する。なお、市町村立学校教頭については、富山県市町村立学校教頭任用

候補者名簿に登載された者の中から任用する。 

 

２ 転  任 

 (1) 市町村教育委員会等との密接な連携のもとに、全県的な視野に立ち、広く交流を行う。 

 

 (2) 本人の住所、希望等については配慮するが、教育活動の活性化と教育水準の向上を図

ることを第一義として、適正な配置を行う。 

 

 (3) へき地学校、小規模学校、特別支援学校及び高等学校定時制・通信制課程の教育を、

さらに充実させるために交流を行う。 

 

 (4) 同一校勤務が長期にわたる者については、積極的に転任を行う。特に10年以上の者は、

原則として転任を行う。 

 

 (5) 同一校勤務が２年に満たない者は、原則として転任させない。 

 

３ 新規採用教員 

  富山県公立学校教員任用候補者名簿に登載された者の中から採用する。 
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令和７年10月

校種 年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

件数 530 488 501 871 1,324
1,000人当たり 10.8 10.1 10.6 18.8 29.1

国 1,000人当たり 6.5 7.7 9.9 11.5 13.8

件数 214 332 338 452 488
1,000人当たり 8.0 12.6 13.1 17.9 19.8

国 1,000人当たり 6.6 7.5 9.2 10.4 12.6

件数 25 26 30 56 53
1,000人当たり 0.9 1.0 1.2 2.2 2.1

国 1,000人当たり 1.2 1.2 1.3 1.7 1.8

件数 769 846 869 1,379 1,865
1,000人当たり 7.5 8.4 8.8 14.2 19.7

国 1,000人当たり 5.1 6.0 7.5 8.7 10.4

校種 年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小
学
校

県 件数 739 841 1,107 2,168 2,056

中
学
校

県 件数 379 612 693 764 751

高
等
学
校

県 件数 83 69 131 133 109

特

別

支

援
学

校

県 件数 11 17 32 35 35

件数 1,212 1,539 1,963 3,100 2,951
1,000人当たり 11.6 15.1 19.6 31.6 30.7

国 1,000人当たり 39.7 47.7 53.3 57.9 61.3

令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富山県教育委員会教育みらい室

富山県経営管理部学術振興課

１　暴力行為（件数） 　（県内国公私立学校分）

小
学
校

県

中
学
校

県

高
等
学
校

県

合
計

県

・暴力行為の発生件数は、Ｒ５年度と比べ、小学校と中学校で増加している。1,000人当たりの
発生件数は、全ての校種で全国平均を上回っている。

２　いじめ（認知件数） 　（県内国公私立学校分）

合
計

県

・いじめの認知件数は、Ｒ５年度と比べ、小学校、中学校、高等学校で減少している。県全体
の1,000人当たりの認知件数は、全国平均を下回っている。

-3-



校種 年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

人数 556 725 856 1,110 1,106
1,000人当たり 11.4 15.1 18.2 24.0 24.3

国 1,000人当たり 10.0 13.0 17.0 21.4 23.0

人数 899 1,112 1,336 1,531 1,518
1,000人当たり 33.7 42.3 51.7 60.7 61.7

国 1,000人当たり 40.9 50.0 59.8 67.1 67.9

人数 410 419 483 614 558
1,000人当たり 15.5 16.2 19.2 25.1 23.4

国 1,000人当たり 13.9 16.9 20.4 23.5 23.3

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

264 196 247 296 293

1.0% 0.7% 0.9% 1.2% 1.2%

国 1.1% 1.2% 1.4% 1.5% 1.4%

３　不登校（年間３０日以上「不登校」という理由で長期欠席した人数）

（県内国公私立学校分）

小
学
校

県

中
学
校

県

高
等
学
校

県

・Ｒ５年度と比べ、不登校児童生徒数は、全校種で減少しているが、1,000人当たりの人数は小
学校と中学校で増加している。小学校と高等学校の1,000人当たりの人数は、全国平均を上回っ
ている。

４　中途退学（高等学校中途退学者の推移） (県内国公私立学校分）

・中途退学者数は、Ｒ５年度と比べ、減少している。中途退学率は、全国平均を下回ってい
る。

年度

県
中途退学者数

中途退学率

中途退学率

※中途退学率(%)＝（中途退学者数÷４月１日現在の在籍者数）×100
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参 考 

今後の教育委員会等の日程について 

 

 

○  令和７年 12月 15日(月）    15:45  予定 

教育委員会 （県庁本館４階 大会議室） 

 

 

 


